
☆１１月は「同和運動推進月間」

☆１１月１１日から１２月１０日は「人権を考える強調月間」 
 

同和問題は、人間の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法によって保障

された基本的人権に関わる問題です。 

県では、これまでも様々な施策に取り組んできた結果、同和問題は解決へと向

かっています。しかしながら、今もなお、結婚などに際して同和地区かどうかを

問い合わせる行為や、インターネット上に同和地区と称する地名を書き込むな

どの部落差別が発生しています。

部落差別が発生する要因としては、同和地区やその関係者を避けようとする

意識や同和問題に対する誤った認識によるものと考えられます。 
 

チェック 

県では『和歌山県部落差別の解消の推進に関する条例』を令和 2 年 3 月

24 日から施行し、教育・啓発や、県民の皆さんからの相談への対応など、

部落差別のない社会の実現を目指して取り組んでいるところです。 

私たち一人一人が同和問題を正しく理解し、部落差別は決して許されない

ものであるという認識のもと、部落差別のない明るい社会をともに築きましょ

う。 

県民の皆さんに人権について考えていただくため、様々な催しを開催してい

ますので、是非、御参加ください。 

 

 

部落差別のない社会の実現を目指して 

★ふれあい人権フェスタ 2021 

【同時開催】（りぃぶるフェスタ 2021・ 

わかやまこころのフェスタ 2021） 

【日時】11 月 20 日（土）10:00～16:00 

【場所】和歌山ビッグホエール 

【内容】 

ステージ：人権の詩（こころのうた）の表彰式

和太鼓演奏 等 

講演会場：三浦麻子さんによる講演会 

     「人間の心のしくみと偏見・差別  

～心理学者から見た感染禍～」 

特設会場：弁護士による無料法律相談 

 屋内アリーナ：NPO 等各種団体によるブース 

【問い合わせ】（公財）和歌山県人権啓発センター 

☎：073-435-5420 

人権チェックリスト 

 
★「企業における人権」講演会 
【日時】①11 月 26 日（金）14:30～16:30 

②  2 月 10 日（木）14:30～16:30 
【場所】①アバローム紀の国 孔雀の間（和歌山

市） 
②紀南文化会館 小ホール（田辺市） 

【定員】①80 名 ②50 名 
【内容】「インターネットと人権侵害」 
【講師】弁護士 神田知宏さん 
【問い合わせ】和歌山県人権施策推進課 
☎ 073-441-2566 

内容についてのお問い合わせは和歌山県人権施策推進課まで 

電話 073-441-2566／F A X 073-433-4540 
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【同和問題（部落差別）に関する相談窓口】 

（公財）和歌山県人権啓発センター ☎：073-421-7830／FAX：073-435-5421 

 

★特設人権相談（無料弁護士相談） 
【日時】12 月５日（日）13:30～16:30 
【場所】和歌山県民文化会館 410 会議室 
 ※振興局からオンラインでの相談も可能 
【問い合わせ】和歌山県人権政策課 
☎：073-441-2563 


